
平成 25 年 10 月 18 日 
一般社団法人日本旅行業協会 

 
平成 25 年度総合旅行業務取扱管理者試験における出題ミスについて 

 
 標記について、平成２５年１０月１３日（日）に実施された旅行業法に基づく

総合旅行業務取扱管理者試験（試験事務は一般社団法人日本旅行業協会が代行し

て実施）で出題ミスがありました。  
出題ミスの問題については、受験者全員に配点の５点を加点して取り扱うこと

といたします。 
１．対象となる問題  

標記試験における受験科目「海外旅行実務」における設問の問５１で、海外

旅行傷害保険携行品損害補償特約に基づく保険金請求に関し、保険金支払いの

対象とならない選択肢を選択させる出題を行いました(設問は以下参考参照)。 
  

２．出題ミスの内容  
旅行者が海外旅行中に旅券を紛失した場合の保険金支払いの対象とならな

い選択肢を一つ選択させる設問でありましたが、「携行品損害補償特約」では、

「携行品損害保険金を支払わない場合」の一つとして「保険の対象の置き忘れ

または紛失」が定められているため、すべての選択肢において、携行品損害保

険金が支払われる対象とならず、正解のない問題となりました。  
 

３．採点の取扱い  
本設問が正解のない問題となったため、本設問について、受験者全員に配点

の５点を加点して取り扱うことといたします。 
 

４．今後の対応 
①本国家試験の正解の公表は１０月１８日付けにて、（一社）日本旅行業協会

ホームページ上で行います。 
URL http://www.jata-net.or.jp/seminar/exam/guide/exam.html 

(試験・研修について→国家試験、試験問題・正解→平成２５年度〉 
②合格者の発表 １１月２２日(予定)((一社)日本旅行業協会ホームページ)  
なお、合格者には(一社)日本旅行業協会より合格証を簡易書留で発送します。 
また、不合格者(欠席者を除きます)には、(一社)日本旅行業協会より通知書

を発送します。     
 



５．受験者の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこ

とを深くお詫び申し上げますとともに、問題の作成を含む試験事務に関し慎

重を期し、再発防止に努めてまいります。 
 
 (参考)  
問５１．海外旅行中に旅券を紛失し、旅券の発給を申請した旅行者が旅券の再

取得に要した費用について、帰国後に旅行者が加入している海外旅行傷

害保険で保険金を請求する場合、携行品損害保険金の支払いの対象とな

らないものは次のうちどれか。  
ａ．領事官に納付した発給手数料と電信料  
ｂ．旅券を紛失した地から旅券発給地へ赴く被保険者の交通費  
ｃ．旅券発給地における被保険者の宿泊施設の客室料  
ｄ．旅券発給地における市内レストランでの被保険者の食事代  
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